
～回覧～

●自然災害発生に備えて支援が必要
な人の避難を手助けする「出雲市
避難行動要支援者事業」に出雲市
・社会福祉協議会と連携し支援台
帳を作成しています。また、非常
時には地区災害対策本部の救援活
動に協力する地域の安全活動に取
り組みます。

新しい民生委員・児童委員新しい民生委員・児童委員と主任児童委員

大社地区民生委員・児童委員と主任児童
委員は、地域の中で、住民の立場に立っ
た相談・支援活動を行っています。

地域住民から社会福祉に関わる相談に応じ、
さまざまな支援を行っています。
私たちは、地域に根ざした福祉活動を展開し、
あたたかな地域社会づくりをめざしています。
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す●在宅支援を進める小地域福祉

ネットワーク活動を地域住民
と協力し、安らぎと支え合う
町づくりを推進します。

●地域のお母さんやお父さんとともに
子育ての仲間づくりをしています。

●児童相談所、学校等と協力して、い
じめや児童虐待などの予防活動に取
り組んでいます。
●子どもたちの遊び場、登校・登園道
路に危険ケ所がないか、地域の安全
を点検しています。

●地域住民の方が、安心して暮らせ
るよう、介護などさまざまな相談
にのっています。

●社会福祉協議会や自治体
などと協力して、地域の
福祉ニーズを調査する活
動を行っています。
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お気軽にご相談ください
秘密は守ります！



民生委員・児童委員は安心して相談できるボランティアです。

民生委員は、「民生委員法」によって設置が定められています。そしてすべての民生委員は、「児童福祉法」によって、児童委員も兼ねています。

また、民生委員・児童委員の中には、児童福祉を専門に担当し活動する「主任児童委員」がいます。いずれも任期は３年間です。

地域
福祉活動

相談

支援

壽民う住民

民生委員

児童委員
民生委員・児童委員は、それぞれの担当地域で活動を
行っています。お気軽にご相談ください。

あなたの地域の担当民生委員・

児童委員は下表のとおりです


